
産業集積等誘導施設の判断基準 
（令和５年１１月１３日 ５川経経第８７５号） 

 
（趣旨） 

第１条 この判断基準は、川崎市総合設計制度の許可基準第１７条に定める地域貢献施設等に関する容積

率の割増しのうち、同条第１項第５号に定める「中小製造業等の集積の維持・強化に向けた取組方針に

おける産業集積等誘導施設」に関して、事業者が計画する産業集積等誘導施設が、中小製造業等の集積

の維持・強化に向けた取組方針（令和５年１月２６日策定。以下「取組方針」という。）における施策内

容に該当するかどうかの判断に必要な基準及び手続き等を定めるものとする。 

 

（取組方針におけるまちづくり手法等を活用した取組促進についての基本的な考え方） 

第２条 工場跡地の住宅地化等により工場を操業できる場所が減少する中、市内中小企業の競争力強化と

活力ある産業集積の形成を進めるため、準工業地域・工業地域における既存工場の高度化や工場跡地の

土地利用転換時等に、中小製造業者及びベンチャー企業の入居を想定した、産業集積等誘導施設を開発

する場合（これらの施設等が不足し、又は不足するおそれがあることから、当該施設等の確保が必要で

あると認められる場合に限る。）に、総合設計制度の許可基準に基づく形態規制の緩和を実施すること

で、新たな工業系床面積を創出し、市内外の中小製造業者等の立地場所を確保することを目的とする。 

 
（定義） 

第３条 この判断基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
 （１）製造業 日本標準産業分類に定める製造業をいう。 

（２）中小製造業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」という。）第２条第１項

第１号に規定する中小企業者のうち、製造業を主たる事業として営む者をいう。 
（３）ベンチャー企業 新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販

売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新た

な事業の開拓を行う者であって、設立１５年未満の者をいう。 
（４）大企業者 法第２条第１項に規定する中小企業者及び前号に規定するベンチャー企業以外の者で

あって、事業を営む者をいう。 
（５）みなし大企業者 大企業者以外の者であって、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を、同一の、大企業者が所有している者 
イ 発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を、大企業者が所有している者 
ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている者 

 （６）工場 製造業における生産の用に供する施設をいう。 
 （７）研究開発施設 製品や試作品の研究開発、基礎研究等の研究開発の用に供する施設をいう。 
 （８）貸工場・貸研究開発施設 賃貸することを目的として設置する工場又は研究開発施設をいう。 
 （９）産業集積等誘導施設 市内外の中小製造業者及びベンチャー企業（以下「中小製造業者等」とい

う。）の立地場所の確保を目的として、準工業地域又は工業地域において建築する、中小製造業者等

の入居を想定した施設をいう。 



 
（産業集積等誘導施設の事業計画に関する基準） 

第４条 産業集積等誘導施設の建築を計画する者（以下「計画者」という。）が策定する事業計画のうち、

建物及び設備の仕様等については、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が公益上

又は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 
 （１）工場又は研究開発施設であって、別表第１の項目ごとにその内容に該当すること。 
 （２）騒音・振動・悪臭等の発生や、危険物の使用、生物・化学実験の実施等を想定する際は周辺環境

に配慮した安全対策等を施すこと。 
（３）周辺の操業環境との調和について検討すること。 
（４）川崎市が定める上位計画等に示された土地利用における方向性等との整合性について確認するこ

と。 
 ２ 計画者が策定する事業計画において、施設の利活用等に係る運営方針を定めるものとし、その運営

方針は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が公益上又は特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 
（１）貸工場・貸研究開発施設として運営すること。 

 （２）入居者の選定を行う際は、取組方針の趣旨にのっとり、中小製造業者等の利活用を想定すること

とし、貸工場・貸研究開発施設の諸室について、そのすべてを大企業者又はみなし大企業者（入居

開始時に中小製造業者等であった者を除く。）に利用させないこと。 
 

（事業計画書の提出） 
第５条 計画者は、事業計画書（第１号様式）のほか、別表第２に掲げる書類を市長に提出するものとす

る。 

 

（事業計画書の審査） 

第６条 前条に規定する「事業計画書」の提出があったときは、市長は、その内容が第４条の規定に適合

するか否かを審査するものとする。この場合において、必要と認めるときは計画者に対し、必要な説明

又は書類の提出を求め、若しくは現地調査等により、その内容に関して調査を行うことができる。 
２ 市長は、前項の審査の結果を、審査結果通知書（第２号様式）により計画者に通知するものとする。 
３ 市長は、前項の場合において相当の理由があるときは、計画者に補正を求めることができる。 
４ 計画者は、前項により補正を行ったときは、当該補正に係る図書類を速やかに市長に提出するもの

とする。 
 
（事業計画の変更） 

第７条 計画者が事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更届（第３号様式）

のほか、別表第２に掲げる書類を市長に提出するものとする。 
 ２ 前項に規定する「事業計画変更届」の提出があったときの審査については、前条の規定を準用する。 
 ３ 第１項の規定について、事業計画の目的及び効果に影響を及ぼさない範囲の軽微な変更である場合

は、次条第１項に規定する「現況届」を提出することによりこれに代えることができる。 
 



 
（産業集積等誘導施設の運営） 

第８条 産業集積等誘導施設を運営する者（以下「運営者」という。）は、第６条又は前条に定める審査に

おいて適合と判断された事業計画に基づいて施設を運営するものとし、その諸室の利用状況について、

入居者の構成を記載した利用状況報告書（第４号様式）を年度毎に１回市長に提出するものとする。な

お、入居者の構成に大きな変更があった際又は事業計画に軽微な変更が生じた際は、現況届（第５号様

式）を提出するものとする。 
２ 運営者は、諸室の利用状況の確認のため、市長と協議の上、現地調査の機会を年度毎に１回以上設

けるものとする。ただし、前項の規定による提出書類等において現地の状況を確認することができる場

合であって、市長が現地調査を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。 
 ３ 市長は、産業集積等誘導施設の運営状況を確認し、適合と判断された事業計画に記載された内容に

対し、不整合な運営等の事実が確認された場合は、事業計画との不整合に関する確認通知書（第６号様

式）により、運営者に対し通知することができる。 
 

（用途変更） 
第９条 将来、産業集積等誘導施設の需要が著しく減少した場合において、計画者又は運営者が他の用途

への転用を希望する際は、川崎市総合設計制度の許可基準第２３条第６項に定める手続きを行うことと

し、転用が認められた場合は、この判断基準は適用しない。 
 ２ 計画者又は運営者は、前項の手続きに先立ち、産業集積等誘導施設の需要が著しく減少したことを

示す書面を作成し、あらかじめ市長に事前相談を行うものとする。 
 

（事前協議） 
第１０条 計画者は、事業計画書の提出に先立ち、都市計画等の制度活用について、あらかじめ市長に協

議を行うものとする。 
 

（事務の所管） 
第１１条 本判断基準に定めた事務のうち、次の各号に掲げるものについては、経済労働局経営支援部経

営支援課が当たる。 
 （１）事業計画書及び事業計画変更届の受付並びに審査及び計画者への通知 
 （２）利用状況報告書及び現況届の受付並びに利用状況の確認のための現地調査 

（３）事業計画との不整合に関する確認通知書による通知 
（４）第９条第２項に定める事前相談 
２ 前条に定める都市計画等の制度活用に係ることについては、まちづくり局総務部企画課及びまちづ

くり局計画部都市計画課が技術的な助言又は協力をするものとする。 
３ 前項のほか必要と認めるときは、関係部署に技術的な助言又は協力を求めるものとする。 

 
  



 
別表第１（第４条関係） 

項目 内容 
工場又は研究開

発施設の仕様及

び建築設備要件 

計画する工場又は研究開発施設に必要な積載荷重、耐薬品性等の床仕上げ、

天井高さ、配線・配管スペース、給電容量、給排気、給排水等の機能・能力を

有し、事務所や倉庫等、他の用途が主たる用途ではないことが客観的に説明で

きる仕様とすること。 
諸室等の区画要

件 
中小製造業者又はベンチャー企業が利用可能な面積を想定した区画とする

か、中小製造業者又はベンチャー企業の入居ニーズに合わせた区画として分割

対応可能な施設とすること。 
関連施設 操業に必要な範囲で、工場及び研究開発施設に、事務室、倉庫、共用工作室、

休憩室、会議室、ロッカー室、食堂、トイレ、廊下、階段、エレベーター等の

関連施設を設けることができる。 
 
別表第２（第５条関係） 

分類 内容 
添付書類 １ 企業概要（パンフレット等） 

２ 現地写真 
３ 計画概要資料（図面） 
（１）案内図（縮尺、方位、道路及び目標となる建物等を表示したもの） 
（２）建物配置図（縮尺、方位、敷地求積、壁面後退線、植栽配置計画等を記

載したもの） 
（３）平面図（縮尺、各階床面積、各室の用途、機器類の設置計画等を記載し

たもの） 
（４）断面図（二面以上） 
（５）立面図（二面以上） 
（６）その他（その他必要とする図面） 

 
 
 



（第１号様式）           （第１面） 
 

事業計画書 
  年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 
住所・所在地                     

                企業名 
代表者職・氏名                    

                連絡先 所 属             ℡      
                    氏 名                    
 川崎市内において、産業集積等誘導施設の建築を計画しているので、産業集積等誘導施設の判

断基準に基づき、事業計画書を提出します。 
□  ※下記の内容を誓約する場合は左の□にチェックを入れてください。 

【誓約事項】 

・産業集積等誘導施設の判断基準及び中小製造業等の集積の維持・強化に向けた取組方針の趣旨を理解し、産業

集積等誘導施設を本事業計画書の記載内容のとおり運営するとともに、産業集積等誘導施設の判断基準に定め

のある書類の提出及び現地調査等に協力する等、適切に対応します。 

・事業計画書の記載内容に即さない運営等を行った場合には、建築物が建築基準法等の違反になりうることを理

解した上で提出します。 

・誓約内容が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立

てません。 
建築の予定地 川崎市  区 
土地の概要 所有区分 □自己所有地    □借地   

用途地域 □工業地域 □準工業地域 □その他（           ） 
敷地面積 ㎡（建ぺい率   ％、容積率   ％） 

建物の概要 建築面積 ㎡ 延べ床面積 ㎡ 
建物構造         造  階建 
建物の主用途  
うち産業集積

等誘導施設 
階層 用途 床面積 

階  ㎡ 
階  ㎡ 

合計  ㎡ 
スケジュール 工事着手予定日     年   月   日 

竣 工 予 定 日        年   月   日 
運営開始予定日    年   月   日 

備考 この様式に記載しきれないときは、欄内に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付

してください。 



（第２面） 
主な用途 □工場    □研究開発施設  
工場又は研究開

発施設の諸室の

想定する仕様等 

積載荷重 Ｎ／㎡ 
床仕上げ  
天井高さ ｍ 
配線・配管スペース

等に関する配慮 
 

給電容量 ＶＡ／㎡ 
給排気・給排水等に

関する配慮 
 

その他特記事項 
（自由記載） 

 

工場又は研究開

発施設の諸室の

想定する区画要

件 

諸室数 室 
諸室の平均面積 ㎡ 
諸室の最大面積 ㎡ 
諸室の最小面積 ㎡ 
その他特記事項 
（自由記載） 

 

想定する関連施

設 
想定する機能  
合計面積 ㎡ 
産業集積等誘導施設

内の面積割合 
％ 

関連施設の必要性に

ついての記載（トイ

レ、廊下、階段、エ

レベーターを除く） 

 

周辺環境への配

慮事項 
配慮事項 発生可能性 有る場合の対策（ソフト・ハード） 
騒音・振動・悪臭等 □有 □無  
危険物の使用等 □有 □無  
生物・化学実験等 □有 □無  
その他周辺および隣

接への影響 
□有 □無 

 

 



 
（第３面） 

建築場所の周辺

環境への調和等 
周辺の、操業環境の

状況並びに工場及び

研究開発施設の不足

状況並びに操業環境

との調和や貢献につ

いて 

 

地域産業や地域住民

への貢献について 
 

市の上位計画等との

整合性について（計

画等と適合している

箇所について具体的

に記載） 

 

その他特記事項 
（自由記載） 

 

都市計画等の制

度活用について

の事前協議状況 

都市計画等の制度活用の可能性 □有  □無 

担当課名 説明相手 説明内容 
説明 
年月日 

説明者氏名 

     

     

その他（自由記載）  

 
 
 
 
 
 
 



（第４面） 
施設の運営に関

する方針 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

想定する入居者

並びに入居候補

者へのアプロー

チ及び選定方法 
 
 
 
 
 

 

現段階で想定す

る入居者の構成 
分類 使用面積 使用割合 
中小製造業者 ㎡ ％ 
ベンチャー企業 ㎡ ％ 
大企業者又はみな

し大企業者 
㎡ ％ 

現段階で決まっ

ている入居者（決

まっている場合

は記載） 

分類 社名 使用面積 使用割合 
中小製造業者  ㎡ ％ 
ベンチャー企業  ㎡ ％ 
大企業者又はみな

し大企業者 
 

㎡ ％ 

 



（第２号様式） 
 

産 業 集 積 等 誘 導 施 設 の 判 断 基 準 に 基 づ く 
事 業 計 画 の 審 査 結 果 通 知 書 

   年  月  日  
住 所 

 所在地                   
 企業名 
 代表者                 様 

 
川崎市長           印 

 
  年  月  日付けで提出のあった、産業集積等誘導施設の判断基準に基づく

（事業計画書・事業計画変更届）の内容について、審査の結果を次のとおり通知します。 
    計画している産業集積等誘導施設は、「産業集積等誘導施設の判断基準」の第４条

に定める基準に適合しています。 
    意見(要望事項)  
                                         
                                         
                                         
    計画している産業集積等誘導施設は、「産業集積等誘導施設の判断基準」の第４条

に定める基準に、次の事項を補正すれば適合しています。 
   〔補正を要する項目〕 
                                         
                                         
                                         
    計画している産業集積等誘導施設は、「産業集積等誘導施設の判断基準」の第４条

に定める基準に、次の理由により不適合です。 
   〔不適合の理由〕 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 



（第３号様式） 
 

事業計画変更届 
  年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 
住所・所在地                     

                企業名 
代表者職・氏名                    

                連絡先 所 属             ℡      
                    氏 名                    
  

年  月  日付けで提出した事業計画書の内容を変更したいので、産業集積等誘導施

設の判断基準第７条の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 
□  ※下記の内容を誓約する場合は左の□にチェックを入れてください。 
【誓約事項】 

・産業集積等誘導施設の判断基準及び中小製造業等の集積の維持・強化に向けた取組方針の趣旨を理解し、産業

集積等誘導施設を、提出した事業計画書及び事業計画変更届の記載内容のとおり運営するとともに、産業集積

等誘導施設の判断基準に定めのある書類の提出及び現地調査等に協力する等、適切に対応します。 

・事業計画書及び事業計画変更届の記載内容に即さない運営等を行った場合には、建築物が建築基準法等の違反

になりうることを理解した上で提出します。 

・誓約内容が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立

てません。 
事業計画書提出日  
物件所在地 川崎市  区 
変更の内容 変更前  

変更後  

変更予定日         年   月   日 
添付書類  
備考  
備考 この様式に記載しきれないときは、欄内に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付

してください。 



（第４号様式） 
 

利用状況報告書 
  年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 
住所・所在地                     

                企業名 
代表者職・氏名 

                                           
                連絡先 所 属             ℡      
                    氏 名                    
 産業集積等誘導施設の利用状況について、産業集積等誘導施設の判断基準第８条の規定に基づ

き、利用状況報告書を提出します。 
建物所在地 川崎市  区 
産業集積等

誘導施設の

維持管理の

状況 

総括所見  

諸室の利用

状況及び管

理状況 

 

関連施設の

利用状況及

び管理状況 

 

その他管理

上の問題点 
 

入居者構成 部屋番号 社名 分類（中小製造業者等） 使用面積 割合 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 
   ㎡ ％ 

備考１ この様式に記載しきれないときは、欄内に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添

付してください。 
  ２ 部屋番号や部屋割りを記載した平面図を添付してください 



（第５号様式） 
 

現況届 
  年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 
住所・所在地                     

                企業名 
代表者職・氏名 

 
                                           
                連絡先 所 属             ℡      
                    氏 名                    
  

年  月  日付けで提出した（利用状況報告書の入居者構成・事業計画書の記載のう

ち軽微な事項）に変更がありましたので、産業集積等誘導施設の判断基準第８条の規定により、

次のとおり届け出ます。 
変更の内容 □利用状況報告書の入居者構成 □事業計画書の記載のうち軽微な事項   
事業計画書提出日  
直近の利用状況報

告書提出日 
 

物件所在地 川崎市  区 
変更の内容 変更前  

変更後  

変更日         年   月   日 
添付書類  
備考  
備考 この様式に記載しきれないときは、欄内に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付

してください。 



（第６号様式） 
 

産 業 集 積 等 誘 導 施 設 の 判 断 基 準 に 基 づ く  
事 業 計 画 と の 不 整 合 に 関 す る 確 認 通 知 書  

 
   年  月  日  

住 所 
 所在地                   
 企業名 
 代表者                 様 

 
川崎市長           印 

 
  年  月  日付けで提出のあった、産業集積等誘導施設の判断基準に基づく

（事業計画書・事業計画変更届）の記載内容に対し、不整合な運営等の事実が確認されまし

たので、次のとおり通知します。 
    運営している産業集積等誘導施設は、「産業集積等誘導施設の判断基準」に基づく

（事業計画書・事業計画変更届）の記載内容に対し、次の事項への対応が不足して

おりますので、適切に対応してください。 
   〔対応を要する項目〕 
                                         
                                         
                                         

    運営している産業集積等誘導施設は、「産業集積等誘導施設の判断基準」に基づく

（事業計画書・事業計画変更届）の記載内容に対し、次の理由により不整合です。 
   〔不整合の理由〕 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 


